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公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱 
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最終改正  令 和 ７ 年 ３ 月 31日 

国 住 備 第 6 0 5 号 

 

 

第１ 通則 

公営住宅等ストック総合改善事業に係る国の補助金（以下「補助金」という。）の交付等に関

しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適化

法」という。）並びに第26に定める関係法令及び関係通知によるほか、この要綱に定めるところ

による。 

 

第２ 交付の目的 

補助金は、既設の公的賃貸住宅等に係る改善について、その経費の一部を補助することによ

り既設の公的賃貸住宅等の居住水準の向上と公的賃貸住宅ストックの総合的活用を図ることを

目的とする。 

 

第３ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 公営住宅 公営住宅法（昭和26年法律第193号）第２条第二号に規定する公営住宅をいう。 

二 特定公共賃貸住宅等 次のイからニまでに掲げる住宅をいう。 

イ 特定公共賃貸住宅（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律52号。以

下「特優賃法」という。）第18条に基づき地方公共団体が建設する賃貸住宅をいう。） 

ロ 地域優良賃貸住宅（地域優良賃貸住宅制度要綱（平成19年３月28日付け国住備第160号。

以下「地優賃要綱」という。）第２条第９号に規定する地域優良賃貸住宅（公共供給型）及び

同条第16号に規定する公営型地域優良賃貸住宅（公共供給型）（従前の要綱に基づくものを

含む。）をいう。） 

ハ 地域特別賃貸住宅（地域特別賃貸住宅制度要綱（昭和61年４月５日付け住建発第97号）第

２（三）に基づき地方公共団体が建設する賃貸住宅をいう。） 

ニ みなし特定公共賃貸住宅（公営住宅法第45条第２項に基づき特優賃法第３条第４号イ又は

ロに掲げる者に使用させている公営住宅をいう。）をいう。  

三 サービス付き高齢者向け住宅等 次のイからニまでに掲げる住宅をいう。 

イ サービス付き高齢者向け住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26

号。以下「高齢者住まい法」という。）第５条第１項に規定する住宅をいう。） 

ロ 高齢者向けの優良な賃貸住宅（高齢者住まい法第44条に規定する住宅をいう。） 

ハ 地優賃要綱第２条第６号に規定する地域優良賃貸住宅のうち、入居者の資格を第５条第１

項第３号に限っているもの 

四 共同施設 公営住宅法施行規則（昭和 26 年建設省令第 19 号）第２条に規定する共同施設

をいう。 

五 公営住宅等ストック総合改善事業 次のイからニまでに掲げるものをいう。 

別紙 



 

 

 

イ 公営住宅ストック総合改善事業 公営住宅に関して第６第一号に規定する事業主体が行

う個別改善事業及び全面的改善事業で、この要綱の規定による国の補助に係るものをいう。 

ロ 特定公共賃貸住宅等ストック総合改善事業 特定公共賃貸住宅等に関して第６第二号に

規定する事業主体が行う個別改善事業で、この要綱の規定による国の補助に係るものをい

う。 

ハ サービス付き高齢者向け住宅等ストック総合改善事業 サービス付き高齢者向け住宅等

に関して第６第三号に規定する事業主体が行う個別改善事業で、この要綱の規定による国

の補助に係るものをいう。 

ニ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業 以下のいずれかに掲げる住宅に関して、第６

第四号に規定する事業主体が、ストック改善事業の実施と併せて実施する先導的な省エネル

ギー改修や再生可能エネルギー設備を導入する事業（以下「脱炭素社会型公的賃貸住宅改修

モデル事業」という。）及び第６第五号に規定する事業主体が実施する評価事業で、この要

綱の規定による国の補助に係るものをいう。 

(1) 公営住宅 

(2) 改良住宅 

(3) 機構住宅（独立行政法人都市再生機構が供給する賃貸住宅をいう。以下同じ。） 

(4) 公社住宅（地方住宅供給公社が供給する賃貸住宅をいう。以下同じ。） 

六 個別改善事業 規模増改善、住戸改善、共用部分改善及び屋外・外構改善を行う事業（当該

改善箇所の買取りを含む。）をいう。 

七 規模増改善 公営住宅の住戸の増築、複数住戸の結合又は戸境の変更その他の改善で居住

室の床面積の増加を行うものをいう。 

八 住戸改善 公営住宅及び特定公共賃貸住宅等（以下「公営住宅等」という。）並びにサービ

ス付き高齢者向け住宅等の住戸部分（バルコニー部分を含む。）の改善をいう。 

九 共用部分改善 公営住宅等及びサービス付き高齢者向け住宅等の共用部分の改善をいう。 

十 屋外・外構改善 公営住宅等及びサービス付き高齢者向け住宅等の屋外及び外構部分（共

同施設を含む。）の改善をいう。 

十一 全面的改善事業 公営住宅について住棟単位又は団地単位で行われる全面的な改善又は

これに準ずる改善を行う事業をいう。 

十二 エレベーター設置住宅 平成７年度以前の年度の国の予算に係る補助金の交付を受けて

建設された公営住宅のうち、個別改善事業（公営住宅ストック総合改善事業無利子貸付金貸

付要綱（昭和 62年９月４日建設省住建発第 129 号。以下「貸付要綱」という。）第３第六号に

規定する個別改善事業を含む。）のうち共用部分改善（平成 12 年 11 月 22 日以後に適化法第

５条の規定により補助金等の交付の申請を行ったもの又は貸付要綱第３第四号に定める共用

部分改善を行ったものに限る。）によりエレベーターを設置した住棟（階段室型共同住宅に

あってはエレベーターを設置した階段室）に存するものをいう。 

十三 耐震改修実施住宅 昭和56年度以前の年度の国の予算に係る補助金を受けて建設された

公営住宅のうち、個別改善事業のうち共用部分改善により耐震改修を実施した住棟に存する

公営住宅をいう。 

十四 家賃対策 次のイ又はロに掲げるものをいう。 

イ 全面的改善事業（貸付要綱第３第七号に規定する全面的改善事業を含み、第３項第一号又

は貸付要綱第３第三号の住戸改善を行ったものに限る。以下同じ。）を施行した公営住宅、

エレベーター設置住宅又は耐震改修実施住宅について、公営住宅法第 16 条第２項に規定す

る近傍同種の住宅の家賃（以下「近傍同種の住宅の家賃」という。）と同条第１項に規定す



 

 

 

る家賃との差額に対する措置 

ロ 全面的改善事業の施行により家賃の額が当該事業の施行前の最終の家賃の額を超えるこ

ととなる入居者に係る家賃の減額 

十五 最適改善手法評価 全面的改善事業を施行するに際して、既設公営住宅の最適な改善手

法を判定するために、別に定めるところに従い公的機関等により行われる評価（躯体の耐震

性及びコンクリート品質の診断を含む。）をいう。 

十六 公営住宅等長寿命化計画 予防保全的な維持管理、耐久性の向上に資する改善等の計画

的な実施により、公営住宅等ストック（第一号から第三号までに掲げる住宅及び第四号に掲

げる共同施設をいう。以下同じ。）の長寿命化を図るため、公営住宅等ストックを管理する地

方公共団体ごとに策定する計画をいう。 

十七 ストック改善事業 次のイからニに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれに掲げる事業を

いう。 

イ 公営住宅 公営住宅等ストック総合改善事業 

ロ 改良住宅 改良住宅ストック総合改善事業（改良住宅等改善事業制度要綱（平成 11 年４

月１日付け建設省住整発第 25号）第２第四号に規定する改良住宅ストック総合改善事業を

いう。） 

ハ 機構住宅 特定施策賃貸住宅ストック総合改善事業（特定施策賃貸住宅ストック総合改

善等事業制度要綱（平成 22 年４月１日付け国住民支第 221 号）第２第二号に規定する特定

施策賃貸住宅ストック総合改善事業をいう。） 

ニ 公社住宅 公社住宅に関して地方住宅供給公社が行う個別改善事業及び全面的改善事業 

２ 個別改善事業のうち、住戸改善、共用部分改善及び屋外・外構改善にあっては次の各号のい

ずれかの改善を行うものとする。 

一 居住性向上型 公営住宅等における利便性、衛生、快適性等居住性の向上のための設備等

の改善 

二 福祉対応型 高齢者、障害者等の公営住宅等又はサービス付き高齢者向け住宅等における

居住の円滑化のための設備等の改善（既設の公営住宅を公営住宅法第 45 条第１項の事業等を

定める省令（平成８年厚生省・建設省令第１号）第１条に規定する事業に活用するための改善

及びサービス付き高齢者向け住宅等を老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第５条の２第６

項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業に活用するための改善を含む。） 

三 安全性確保型 公営住宅等の耐震性、耐火性等安全性を確保するための設備等の改善 

四 長寿命化型 公営住宅等の劣化防止、耐久性向上及び維持管理の容易化のための設備等の

改善 

五 脱炭素社会対応型 公営住宅等の省エネルギー性向上及び再生可能エネルギー導入のため

の設備等の改善 

六 子育て世帯支援型 公営住宅等における子育て世帯の優先入居を行うための設備等の改善 

３ 全面的改善事業は、少なくとも次に掲げる改善を行うものとする。（概ね 10 年以内の期間で、

段階的に実施されるものを含む。） 

一 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸改善で、居住性向上

型及び福祉対応型を行うもの 

二 共用部分改善で福祉対応型(４階以上の住棟でエレベーターの設置されていないものに

あっては、エレベーターの設置を含む。ただし、団地単位で全面的改善事業を行う場合で、そ

の一部の住棟について敷地条件、建築規制その他のやむを得ない理由により設置が困難であ

ると認められる場合はこの限りではない。) 及び安全性確保型（最適改善手法評価により安



 

 

 

全性が確保されていると認められている場合を除く。）を行うもの 

三 屋外・外構改善で福祉対応型を行うもの 

４ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業は、ストック改善事業の実施と併せて、先導的な

省エネルギー改修や再生可能エネルギー設備を導入する工事（当該工事のために必要な測量、

試験、調査及び設計等を含む。）を行うものとする。 

 

第４ 補助金の交付の対象 

国は、事業主体が行う公営住宅等ストック総合改善事業の施行に要する費用のうち、次の各

号に掲げる事業（衛星放送受信機の設置、ケーブルテレビの配線、電話回線の増設その他の専ら

個人の利便や享楽に供される設備等の整備で個人の負担により行うことが適切であると認めら

れるものを除く。）に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

ただし、第７、第８及び第９の規定に基づいて算出される個別改善事業、全面的改善事業及び脱

炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要する団地毎の経費が原則として100万円を超える

事業（複数の団地における住宅用防災機器又は地上波デジタル放送対応設備の設置に係る事業

にあっては、各団地における当該事業に要する経費を合計した額が100万円を超える事業）に限

るものとする。 

一 個別改善事業 

二 全面的改善事業 

三 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業及び当該事業に係る評価事業 

四 家賃対策 

２ 国は、貸付要綱第３第一号に定める公営住宅ストック総合改善事業を実施した公営住宅に係

る家賃対策に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

 

第５ 公営住宅等ストック総合改善事業の施行の要件 

個別改善事業の施行の要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、事業主体が行う個別改善事業が、公営住宅等長

寿命化計画に基づいて行われるものであること。 

二 個別改善事業を施行しようとする公営住宅等又はサービス付き高齢者向け住宅等が、原則

として、建築後20年を経過したもの（子育て世帯支援型を行うもののうち子どもの安全確保

に係る改善（床の衝撃音対策に係る改善については、その他の子どもの安全確保に係る改善

と併せて実施する場合に限る。）については建築後10年を経過したもの）であること。ただし、

以下に掲げるものについてはこの限りではない。 

イ 長寿命化型を行うもの 

ロ 福祉対応型を行うもののうち障害者の公営住宅等における居住の円滑化のための設備等

の改善 

ハ 福祉対応型を行うもののうち高齢者等の公営住宅等における居住の円滑化のための設備

等の改善（既設の公営住宅を公営住宅法第45条第１項の事業等を定める省令第１条に規定す

る事業に活用するための改善及びサービス付き高齢者向け住宅等を老人福祉法第５条の２

第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業に活用するための改善に限る。） 

ニ 住宅用防災機器、Ｐ波感知型地震時管制運転装置若しくは戸開走行保護装置の設置又はエ

レベーターに係る主要機器耐震補強措置の実施等 

ホ 脱炭素社会対応型を行うもの 

ヘ 宅配ボックスの設置 



 

 

 

ト 防災・減災対策に係る改善 

チ 交流スペースの設置 

三 個別改善事業を施行した公営住宅等が、耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、当該事業

実施後、概ね10年間（ただし、家賃対策を実施する耐震改修実施住宅の場合は、概ね15年間、

第７第１項第二号に係る補助金の交付を受ける場合（耐震改修工事又は屋上若しくは外壁の

改修工事を主とする場合を除く。）は、概ね20年間）、使用が可能なものであること。ただし、

住宅用防災機器又は地上波デジタル放送対応設備の設置についてはこの限りではない。 

四 個別改善事業を施行しようとする公営住宅の存する団地の全戸数のうち、公営住宅法第28

条第１項の規定に該当する者が入居している公営住宅の戸数の割合が、原則として５割以下

であること。 

五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設の整備を伴う場合にあっては、個別改善事業

が原則として150戸以上の団地で行われるものであること。 

イ 集会所（公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住民の自主運営によ

る共同育児活動の場に供するスペースを含む。） 

ロ 児童遊園 

ハ 屋外消火栓 

ニ その他イからハまでに掲げる施設及び排水処理施設の整備に関連して整備することが必

要であるものとして国土交通大臣が認めた施設 

２ 全面的改善事業の施行の要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、事業主体が行う全面的改善事業が、公営住宅等

長寿命化計画に基づいて行われるものであること。 

二 前項第四号及び第五号に掲げる要件を具備すること。 

三 全面的改善事業を施行しようとする公営住宅が、原則として建築後30年を経過したもので

あること。 

四 全面的改善事業を施行した公営住宅が、当該事業の実施後、概ね30年以上管理する予定の

ものであること。 

五 全面的改善事業を施行するに際して、最適改善手法評価を行い、全面的改善事業が適切な

改善手法であると判定されたものであること。 

３ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業の実施に係る要件は次に掲げるとおりとする。 

一 令和８年度までに実施するものであること。 

ニ 公営住宅を対象とする事業については、公営住宅等長寿命化計画に基づいて行われるもの

であること。 

三 改良住宅を対象とする事業については、改良住宅等長寿命化計画に基づいて行われるもの

であること。 

四 学識経験者・実務者等からなる審査委員会により、有効性や新規性・汎用性の観点から評価

を行い、選定した事業であること。 

五 事業の実施後、概ね 20 年以上管理する予定のものであること。 

 

第６ 事業主体 

一 公営住宅ストック総合改善事業は、公営住宅を現に管理している地方公共団体が施行する。 

二 特定公共賃貸住宅等ストック総合改善事業は、特定公共賃貸住宅等を現に管理している地

方公共団体が施行する。 

三 サービス付き高齢者向け住宅等ストック総合改善事業は、サービス付き高齢者向け住宅等



 

 

 

を現に管理している認定事業者等（地優賃要綱第３条第７項の規定に基づき、供給計画の認

定を受けているものとみなされるサービス付き高齢者向け住宅等の供給を行い、現に管理し

ている者（地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構を除く。）をいう。以下同じ。）又は地

方公共団体が施行する。 

四 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業は、対象となる住宅を現に管理している者が施

行する。 

五 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る評価事業は、以下に適合している法人が

施行する。 

イ 公平性及び中立性の高い機関であること 

ロ 事業を的確に遂行する技術能力を有すること 

ハ 事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること 

 

第７ 個別改善事業に係る補助金の額 

個別改善事業に要する経費に係る補助金の額は、事業主体（公営住宅等又はサービス付き高

齢者向け住宅等を現に管理している地方公共団体で、公営住宅等ストック総合改善事業を施行

する者をいう。以下同じ。）が行う個別改善事業の場合にあっては、次に掲げる費用（買取りの

場合は、次に掲げる費用相当分）を合計した額に２分の１を、事業主体が借り上げた公営住宅

等の改善を行う者又は認定事業者等に対して事業主体が補助する場合にあっては、当該補助額

（その額が次に掲げる費用を合計した額の３分の２に相当する額を超える場合においては、当

該３分の２に相当する額）に２分の１を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地別及び構造別に算定

するものとし、令和７年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について（令和７年

３月 31 日付け国住備第 599 号、国住整第 222 号、国住市第 101 号。以下「標準建設費等共同

通知」という。）別表第１に掲げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる公営住宅等の戸数

を乗じて得た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲げる施設の整備

を伴う個別改善事業については、上記の算定とは別に団地別及び施設別に算定するものとし、

その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同通知別表第２（９）に掲げる１戸当たりの加

算額に改善の対象となる公営住宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所にあって

は標準建設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とする。 

二 測量試験費 次に掲げるいずれかの工事を含む個別改善事業を実施するために必要な測量、

調査及び設計に要する費用。（ただし、１戸当たり 346 千円を限度とする。） 

イ 規模増改善 

ロ 住戸改善（福祉対応型、安全性確保型(耐震性の確保に係るもの)、長寿命化型、脱炭素社

会対応型及び子育て世帯支援型に限る。） 

ハ 共用部分改善（福祉対応型、安全性確保型(耐震性の確保に係るもの)、長寿命化型、脱炭

素社会対応型及び子育て世帯支援型に限る。） 

２ 前項各号の規定により工事費及び測量試験費を算出する場合においては、２で割り切れる

1,000 円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。 

 

第８ 全面的改善事業に係る補助金の額 

全面的改善事業に要する経費に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額に２分の１

を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地別及び構造別に算定



 

 

 

するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲げる１戸当たりの工事費に改善の対象と

なる公営住宅の戸数を乗じて得た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまで

に掲げる施設の整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設別に算定

するものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同通知別表第２（９）に掲げる１

戸当たりの加算額に改善の対象となる公営住宅の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会

所にあっては標準建設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とし、住戸

改善に係る工事費については、団地別及び住戸別に算定するものとし、その工事費の１戸あ

たりの限度額を一の住戸に係る改善工事（バルコニー部分の工事を含む。）に要する費用の総

額から１戸あたり 500 千円（従前居住者からの退去時の徴収額が１戸あたり 500 千円を上回

る場合は、当該額。）を除いた額と、次の式により算出される額のいずれか少額のものを限度

とする。 

Ｌ＝3,000＋(2,000×Ｍ／40) 

Ｌ：一の住戸に係る工事費の限度額（単位：千円） 

Ｍ：対象住戸面積（単位：㎡） 

二 測量試験費 工事のために必要な測量、試験、調査及び設計に要する費用並びに最適改善

手法評価に要する費用 

２ 前項各号の規定により工事費及び測量試験費を算出する場合においては、２で割り切れる

1,000 円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。 

 

第９ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る補助金の額 

脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要する経費に係る補助金の額は、次の各号に掲

げる費用を合計した額（ただし、併せて実施するストック改善事業に要する経費の額を限度と

する。以下「脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要する経費」という。）のうち、次の

表の（イ）欄に掲げる住宅に応じ（ロ）欄に掲げる額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地別及び構造別に算定

するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲げる１戸当たりの工事費に改善の対象と

なる住宅の戸数を乗じて得た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲

げる施設の整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設別に算定する

ものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同通知別表第２（９）に掲げる１戸当

たりの加算額に改善の対象となる公営住宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所

にあっては標準建設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とする。ただ

し、当該住宅の存する敷地内に係る取組とする。 

二 測量試験費 工事のために必要な測量、試験、調査及び設計に要する費用並びに最適改善

手法評価に要する費用 

三 効果検証費 先進的な省エネルギー改修又は再生可能エネルギー設備導入を行う効果の検

証に係る費用については、第一号及び第二号の算定とは別に一事業当たりで算定するものと

し、その限度額を効果の検証の対象となる住宅の戸数に１戸当たり 500,000 円を乗じて得た

額と 6,000,000 円との小さい方の額とする。 

（イ） （ロ） 

公営住宅、改良住宅、

機構住宅 

脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要す

る経費の額に３分の２を乗じて得た額 

公社住宅 地方公共団体が地方住宅供給公社に対し補助する

額（脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要

する経費の３分の２に相当する額を限度とする。）



 

 

 

に２分の１を乗じて得た額 

 

２ 第１項の規定により工事費、測量試験費及び効果検証費を算出する場合においては、２で割

り切れる 1,000 円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。 

３ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る補助金に係る評価事業に要する経費に係る

補助金の額は、脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る評価に必要な費用以内の額と

する。 

 

第 10 家賃対策に係る補助金の額 

全面的改善事業を施行した公営住宅及びエレベーター設置住宅又は耐震改修実施住宅の家賃

対策に係る補助金の額は、第 11 の規定に基づき算定した補助基本額（以下「補助基本額」とい

う。）に２分の１を乗じて得た額とする。 

２ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49 号）第 20 条第

２項の規定に基づき公営住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用に対する国

の補助については、前項の規定に関わらず、別に定めるところによるものとする。 

３ 前項までの規定により補助基本額を算出する場合においては、２で割り切れる 1,000 円単位

の額とし、端数は切り捨てるものとする。 

 

第 11 補助基本額の算定 

補助基本額は、近傍同種の住宅の家賃の額から第 12 の規定に基づき算定した入居者負担基準

額（以下「入居者負担基準額」という。）を控除した額に、第 13 の規定に基づき算定した補助対

象月数の総和（以下「補助対象月数」という。）を乗じて得た額から、公営住宅家賃収入補助金

交付要領（昭和 50 年１月 17 日付け建設省住総発第７号。以下「家賃収入補助要領」という。）

第２の規定（第２第３項（二）から（七）の規定を除く。）に基づき算定した１戸当たりの補助

基本額（以下「家賃収入補助基本額」という。）を控除した額とする。ただし、入居者負担基準

額が近傍同種の住宅の家賃の額から家賃収入補助要領第２第２項に規定する補助基本額の積算

基礎額となる期間における１月当たりの家賃収入補助基本額を控除した額を超える場合は、補

助基本額は０円とする。 

２ 全面的改善事業の施行により家賃の額が当該事業の施行前の最終の家賃の額を超えることと

なる入居者に係る家賃を減額する場合における補助基本額は、前項の規定に関わらず、近傍同

種の住宅の家賃の額から減額（当該事業の施行後の入居者負担基準額から当該事業の施行前の

最終の入居者負担基準額を控除した額に、次の表の上欄各項に定める当該事業の施行後の公営

住宅への入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を限度とする。）した

後の家賃の額を控除した額に補助対象月数を乗じて得た額とする。 

 

入居期間 率 

１年以下の場合 ３分の２ 

１年を超え２年以下の場合 ３分の１ 

 

３ 前２項の補助基本額の算定は、公営住宅の団地別、管理開始年度別、構造別、床面積別及び

第 12第一号の表の上欄各項に定める入居者の収入の区分別に行うものとする。 

 

第 12 入居者負担基準額 



 

 

 

入居者負担基準額は、次の第一号に定める家賃算定基礎額に、第二号から第四号までに掲げ

る数値を乗じた額とする。 

一 家賃算定基礎額 入居者の収入（当年度家賃を決定するために用いた公営住宅法施行令（昭

和 26年政令第 240 号。以下「令」という。）第１条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。）

の区分に応じ、次の表に定める額 

 入居者の収入 家賃算定基礎額 

(1) 104,000円以下の場合 34,400円 

(2) 104,000円を超え、123,000円以下の場合 39,700円 

(3) 123,000円を超え、139,000円以下の場合 45,400円 

(4) 139,000円を超え、158,000円以下の場合 51,200円 

(5) 158,000円を超え、186,000円以下の場合 58,500円 

(6) 186,000円を超え、214,000円以下の場合 67,500円 

(7) 214,000円を超え、259,000円以下の場合 79,000円 

(8) 259,000円を超える場合 91,100円 

二 市町村立地係数 当該公営住宅の存する市町村ごとに、法第 44 条第３項並びに令第２条第

１項第一号及び第三号並びに第３条第１項に規定する国土交通大臣が定める期間等（平成８

年建設省告示第 1783 号。以下「告示」という。）第二号に定める数値 

三 規模係数 当該公営住宅の床面積の合計（共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。

以下同じ。）を 65 ㎡で除した数値 

四 経過年数係数 当該公営住宅の構造及びその存する区域に応じ、告示第三号に定める数値 

 

第 13 補助対象月数 

補助対象月数は、全面的改善事業を施行した公営住宅にあっては当該公営住宅への入居可能

日（家賃徴収の始期となる日をいう。以下同じ。）、エレベーター設置住宅にあっては当該エレ

ベーターの供用を開始した日が、月の初日である場合はその月から、その日が月の初日以外の

日である場合は翌月から、耐震改修実施住宅にあっては当該耐震改修が終了した日が、月の初

日である場合はその月から、その日が月の初日以外の日である場合は翌月から年度末までの期

間とする。ただし、年度の途中において当該公営住宅の滅失等その管理が終了した場合におい

ては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるとき

はその日の属する月までとする。 

 

第 14 補助対象戸数 

補助対象戸数は、毎年 10月１日（10月２日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居

可能日、９月 30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日）において、現に管理さ

れている全面的改善事業実施住宅（第３第３項第一号又は貸付要綱第３第三号の住戸改善を

行ったものをいい、次の各号に掲げるものを除く。以下同じ。）、エレベーター設置住宅（次の各

号に掲げるものを除く。以下同じ。）、耐震改修実施住宅（次の各号に掲げるものを除く。以下同

じ。）の戸数とする。 

一 空家住宅 

二 公営住宅法第 28条第１項の規定に該当する者が入居している公営住宅 

２ 前項第一号に掲げる住宅であって、公営住宅等家賃対策補助金交付要領（平成８年８月30日

付け建設省住備発第87号）第５第２項各号のいずれかに掲げる者（収入が214,000円を超える者

を除く。）が入居している公営住宅の戸数は、前項の補助対象戸数に加えることができる。 



 

 

 

 

第15 家賃対策に係る補助金の交付の期間 

第３第１項第十四号イの措置に係る補助金の交付の期間は、全面的改善事業実施住宅につい

ては５年、エレベーター設置住宅については１年、耐震改修実施住宅については３年とする。 

２ 第３第１項第十四号ロの家賃の減額に係る補助金の交付の期間は２年以内で、かつ、事業主

体が家賃の減額を行う期間とする。 

 

第 16 全体設計の承認 

事業主体の長は、公営住宅等ストック総合改善事業の実施が複数年度にわたるものについて

は、初年度の補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等につい

て、全体設計承認申請書を地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長又は住宅局長（以

下「地方整備局長等」という。）に提出することができる。なお、当該事業に係る事業費の総額

を変更する場合も同様とする。 

２ 地方整備局長等は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体

設計を承認し、事業主体の長に通知するものとする。 

 

第 17 補助金の交付の申請 

公営住宅等ストック総合改善事業に係る補助金交付申請書は、事業主体毎に次の各号に掲げ

る事業種別毎に作成しなければならない。 

一 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、建設若しくは買取りに係る事業 

二 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、借上げに係る事業 

２ 前項の補助金交付申請書は、公営住宅等建設費等統合補助実施要領（平成 13 年国住備第 119

号）第６に定める交付申請予定表に即したものでなければならない。 

３ 事業の実施が複数年度にわたるもののうち、国庫債務負担行為に係るものについては前項ま

での規定に準じて補助金交付申請書を作成しなければならない。 

 

第18 補助金の支払い 

補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認

められる経費については、概算払をすることができる。 

 

第 19 経費の配分の明細の変更 

経費の配分は、工事費とする。 

２ 指導監督事務費についての経費の配分は、旅費、人件費、備品購入費、その他の諸経費とす

る。 

 

第 20 事業内容の軽微な変更 

地方整備局長等の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、交付決定の対象となった団地に

おいて建物の構造、型式、階数、戸数、床面積等についての補助金の額の算定に関わる重要な変

更が行われない場合で、事業主体毎の補助金の額に変更を生じないものとする。 

２ 補助金の額に変更を生じる場合には、補助金交付変更申請書を作成し、地方整備局長等に提

出しなければならない。第 17の規定は、この場合において準用する。 

 

第 21 補助金の経理及び取扱い 



 

 

 

事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上

金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。 

２ 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」（昭和 34 年３月 12 日付

け建設省会発第 74 号）に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作

成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自

動車については、別に自動車損害保険等内訳を作成しておかなければならない。 

３ 補助金に係る消費税相当額の取扱については、「住宅局所管補助事業等における消費税相当額

の取扱について」（平成17年９月１日付け国住総第37号国土交通省住宅局長通知）によるもの

とする。 

 

第 22 指導監督 

都道府県知事は、公営住宅等ストック総合改善事業の円滑な進捗を図るため、事業主体に対

し、公営住宅整備事業等指導監督要領（昭和 50 年４月 10 日付け建設省住建発第 29 号。以下「指

導監督要領」という。）に定めるところにより、必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は

実地に検査しなければならない。 

 

第 23 指導監督事務費 

国は、第 22の規定により都道府県知事の行う指導監督に要する費用として、当該年度におけ

る当該都道府県の区域内の市町村（指定都市を除く。）が行う公営住宅等ストック総合改善事業

（家賃対策を除く。）に要する費用の合計額に 0.003 以上 0.008 以下で国土交通大臣が定める率

を、家賃対策の補助対象となる額に 0.002 を、それぞれ乗じて得た額を合計した額を、都道府

県に交付する。 

２ 都道府県知事は、指導監督事務費の交付を受けようとするときは、指導監督要領に定めると

ころにより、指導監督事務費交付申請書に予算議決書の写を添付して、国土交通大臣に提出し

なければならない。 

３ 国土交通大臣は、第２項に掲げる申請書を受理した場合は、指導監督要領に定めるところに

より、これを審査の上、適当と認めた場合においては、指導監督事務費の額を決定し、当該都

道府県知事に通知するものとする。 

 

第 24 書類の様式及び提出方法等 

公営住宅等ストック総合改善事業に関する書類の様式は、別表によるものとする。 

２ 前項に規定する書類は、事業主体が都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長等に、事

業主体が指定都市以外の市町村（特別区を含む。以下同じ。）にあっては都道府県知事に、事業

主体が地方公共団体以外の場合は住宅局長に、それぞれ提出するものとする。 

３ 事業主体である市町村に対する補助金の交付決定通知は都道府県を経由して行うものとする。 

 

第 25 都道府県知事の進達等 

都道府県知事は、適化法第 26条第２項及び同法施行令（昭和 30 年政令第 225 号）第 17条の

規定により、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務（以下「受託事務」

という。）として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、指導監督要領に定めるとこ

ろにより審査調書を添えて、第４第１項第三号及び第２項に定める事業にあっては国土交通大

臣に、その他の事業にあっては地方整備局長等に進達しなければならない。 

ただし、補助金交付申請書の進達においては、別記様式第１以外の様式（大臣認定費用に係る



 

 

 

資料を除く。）の添付を要しない。 

２ 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、指導

監督要領に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、地方整備局長等に

報告しなければならない。 

一 適化法第 12条の規定に基づく遂行状況の報告の受理 事業進捗状況調書 

二 適化法第 14条後段（適化法第 16条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく

年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書 

三 適化法第 15条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書 

３ 都道府県知事は、受託事務として、適化法第13条第２項の規定に基づく事業の遂行の一時停

止を命じたときは、すみやかにその理由を付して、その旨を地方整備局長等に報告し、その指

示を受けなければならない。 

４ 第１項の規定に基づく国土交通大臣への進達は、地方整備局長等を経由して行うものとする。 

 

第 26 運営 

補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255 号） 

二 国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年内閣府・建設省令第 9号） 

三 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目（平成 12 年 3 月 24 日付け建設省住備

発第 42 号、建設省住街発第 29 号、建設省住整発第 27 号、建設省住防発第 19 号、建設省住

市発第 12 号） 

四 標準建設費等共同通知 

五 公営住宅等建設費等統合補助実施要領（平成 13 年国住備第 119 号） 

六 公営住宅ストック総合改善事業無利子貸付金貸付要綱（昭和 62 年 9月 4 日付け建設省住建

発第 129 号） 

七 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年３月 12 日付け建設省会発第 74

号） 

八 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年４月 15 日付け建設省

住発第 120 号） 

九 建設省所管補助事業における食糧費の支出について（平成７年 11 月 20 日付け建設省会発

第 641 号） 

十 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について（平成17年９月１日付け国住

総第37号国土交通省住宅局長通知） 

十一 その他関連通知に定めるもの 

 

 

附 則 

この要綱は平成12年４月３日から適用する。 

２ 既設公営住宅改善事業補助金交付要綱（昭和51年７月１日建設省住建発第47号）は廃止する。

ただし、公営住宅ストック総合活用計画を策定していない事業主体による既設公営住宅の改善

に係る補助金の交付については、平成15年３月31日までの間は、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は平成12年11月22日から適用する。 



 

 

 

 

附 則 

この要綱は平成13年４月２日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成14年２月８日から適用する。 

  

附 則 

この要綱は平成14年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成15年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成16年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成17年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成18年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は平成19年４月１日から適用する。 

   

附 則 

この要綱は平成20年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に公営住宅に入居している者で第12の規定による入居者負担基準額

（以下この項において「新入居者負担基準額」という。）がこの要綱の施行の日前の入居者負担

基準額（以下この項において「旧入居者負担基準額」という。）を超えるものの次の表の上欄に

掲げる年度の入居者負担基準額は、第３の規定にかかわらず、新入居者負担基準額から旧入居

者負担基準額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定め

る率を乗じて得た額に、旧入居者負担基準額を加えて得た額とする。 

 

平成21年度 0.2 

平成22年度 0.4 

平成23年度 0.6 

平成24年度 0.8 

 

附 則 



 

 

 

この要綱は平成21年４月１日から適用する。 

２ 第５第１項第一号及び第２項第一号の規定にかかわらず、平成25年度までに施行する個別改

善事業及び全面的改善事業であって、以下のいずれかに係るものについては、第４に掲げる公営

住宅等ストック総合改善事業に係る補助金の交付の対象とする。 

一 公営住宅ストック総合活用計画（次のイからホまでに掲げる事項について適切に定めたも

のとして国土交通大臣の確認を受けたものに限る。）に基づいて行われる個別改善事業。 

イ 需要の把握、公営住宅ストック活用の目標等公営住宅ストック活用の基本的考え方 

ロ 建替、全面的改善、個別改善、計画修繕を含む維持管理等ストック活用のための手法 

ハ 改善について改善の内容ごとの標準管理期間 

ニ 計画修繕を含む維持管理に係る必要費用の水準 

ホ 公共賃貸住宅の供給に係る事業主体間の連携（募集情報の提供等を含む。）の考え方 

二 福祉対応型を行うもののうち障害者等の公営住宅における居住の円滑化のための設備等の

改善又は安全性確保型を行うもののうち耐震改修、外壁落下防止改修等の緊急的に実施する

必要がある改善を行う個別改善事業。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成21年５月29日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成23年５月２日から施行する。 

 

附 則 

第１条 改正後の要綱は、平成23年10月20日から施行する。 

第２条 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成23年法律第32号）

の規定による改正前の高齢者住まい法第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、

なお従前の例による。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成23年11月21日から施行する。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、平成24年４月６日から施行する。 

第２条 平成24年度にあっては、岩手県、宮城県及び福島県の区域内における本要綱において対

象とする事業に係る限度額については、平成23年11月21日付け国住備第185号に係る規定による

ものとする。 

 

附 則 



 

 

 

第１条 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

第２条 平成25年度にあっては、岩手県、宮城県及び福島県の区域内における本要綱において対

象とする事業に係る限度額については、平成23年11月21日付け国住備第185号に係る規定による

ものとする。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成25年５月15日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成26年２月６日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成27年４月９日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成30年４月２日から施行する。 

２ 改正前の要綱における公的賃貸住宅長寿命化モデル事業にあっては、なお従前の例による。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成31年10月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和２年４月７日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 



 

 

 

改正後の要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱における福祉連携型公的賃貸住宅改修事業にあっては、なお従前の例による。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和５年11月29日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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○公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱（平成 12 年３月 24 日建設省住備発第 34号） （傍線部は改正部分） 

新 旧 

公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱 

 

平成 12 年３月 24 日 
建設省住備発第 34 号 
建設省住宅局長通知 

 
最終改正 令和７年３月 31 日国住備第 605 号 

 

第１～第６ （略） 

 

第７ 個別改善事業に係る補助金の額 

個別改善事業に要する経費に係る補助金の額は、事業主体（公営住宅等

又はサービス付き高齢者向け住宅等を現に管理している地方公共団体で、

公営住宅等ストック総合改善事業を施行する者をいう。以下同じ。）が行う

個別改善事業の場合にあっては、次に掲げる費用（買取りの場合は、次に

掲げる費用相当分）を合計した額に２分の１を、事業主体が借り上げた公

営住宅等の改善を行う者又は認定事業者等に対して事業主体が補助する場

合にあっては、当該補助額（その額が次に掲げる費用を合計した額の３分

の２に相当する額を超える場合においては、当該３分の２に相当する額）

に２分の１を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、令和７年度における住宅局所管事業

に係る標準建設費等について（令和７年３月 31日付け国住備第 599 号、

国住整第 222 号、国住市第 101 号。以下「標準建設費等共同通知」とい

う。）別表第１に掲げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる公営住宅

等の戸数を乗じて得た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イか

公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱 

 

平成 12 年３月 24 日 
建設省住備発第 34 号 
建設省住宅局長通知 

 
最終改正 令和６年３月 29 日国住備第 465 号 

 

第１～第６ （略） 

 

第７ 個別改善事業に係る補助金の額 

個別改善事業に要する経費に係る補助金の額は、事業主体（公営住宅等

又はサービス付き高齢者向け住宅等を現に管理している地方公共団体で、

公営住宅等ストック総合改善事業を施行する者をいう。以下同じ。）が行う

個別改善事業の場合にあっては、次に掲げる費用（買取りの場合は、次に

掲げる費用相当分）を合計した額に２分の１を、事業主体が借り上げた公

営住宅等の改善を行う者又は認定事業者等に対して事業主体が補助する場

合にあっては、当該補助額（その額が次に掲げる費用を合計した額の３分

の２に相当する額を超える場合においては、当該３分の２に相当する額）

に２分の１を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、令和６年度における住宅局所管事業

に係る標準建設費等について（令和６年３月 29日付け国住備第 459 号、

国住整第 123 号、国住市第 87 号。以下「標準建設費等共同通知」とい

う。）別表第１に掲げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる公営住宅

等の戸数を乗じて得た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イか

参考 
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らニまでに掲げる施設の整備を伴う個別改善事業については、上記の算

定とは別に団地別及び施設別に算定するものとし、その工事費の合計の

限度額を標準建設費等共同通知別表第２（９）に掲げる１戸当たりの加

算額に改善の対象となる公営住宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定

める集会所にあっては標準建設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１

件当たりの限度額）とする。 

二 （略） 

２ （略） 

 

第８ 全面的改善事業に係る補助金の額 

全面的改善事業に要する経費に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合

計した額に２分の１を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲

げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる公営住宅の戸数を乗じて得

た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲げる施

設の整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設

別に算定するものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同

通知別表第２（９）に掲げる１戸当たりの加算額に改善の対象となる公

営住宅の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所にあっては標準建

設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とし、住

戸改善に係る工事費については、団地別及び住戸別に算定するものとし、

その工事費の１戸あたりの限度額を一の住戸に係る改善工事（バルコニ

ー部分の工事を含む。）に要する費用の総額から１戸あたり 500 千円（従

前居住者からの退去時の徴収額が１戸あたり 500 千円を上回る場合は、

当該額。）を除いた額と、次の式により算出される額のいずれか少額のも

らニまでに掲げる施設の整備を伴う個別改善事業については、上記の算

定とは別に団地別及び施設別に算定するものとし、その工事費の合計の

限度額を標準建設費等共同通知別表第２（８）に掲げる１戸当たりの加

算額に改善の対象となる公営住宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定

める集会所にあっては標準建設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１

件当たりの限度額）とする。 

二 （略） 

２ （略） 

 

第８ 全面的改善事業に係る補助金の額 

全面的改善事業に要する経費に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合

計した額に２分の１を乗じて得た額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲

げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる公営住宅の戸数を乗じて得

た額を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲げる施

設の整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設

別に算定するものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同

通知別表第２（８）に掲げる１戸当たりの加算額に改善の対象となる公

営住宅の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所にあっては標準建

設費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とし、住

戸改善に係る工事費については、団地別及び住戸別に算定するものとし、

その工事費の１戸あたりの限度額を一の住戸に係る改善工事（バルコニ

ー部分の工事を含む。）に要する費用の総額から１戸あたり 500 千円（従

前居住者からの退去時の徴収額が１戸あたり 500 千円を上回る場合は、

当該額。）を除いた額と、次の式により算出される額のいずれか少額のも
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のを限度とする。 

Ｌ＝3,000＋(2,000×Ｍ／40) 

Ｌ：一の住戸に係る工事費の限度額（単位：千円） 

Ｍ：対象住戸面積（単位：㎡） 

  二 （略） 

２ （略） 

 

第９ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る補助金の額 

脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要する経費に係る補助金の

額は、次の各号に掲げる費用を合計した額（ただし、併せて実施するスト

ック改善事業に要する経費の額を限度とする。以下「脱炭素社会型公的賃

貸住宅改修モデル事業に要する経費」という。）のうち、次の表の（イ）欄

に掲げる住宅に応じ（ロ）欄に掲げる額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲

げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる住宅の戸数を乗じて得た額

を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲げる施設の

整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設別に

算定するものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同通知

別表第２（９）に掲げる１戸当たりの加算額に改善の対象となる公営住

宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所にあっては標準建設

費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とする。た

だし、当該住宅の存する敷地内に係る取組とする。 

二・三 （略） 

２・３ （略） 

 

のを限度とする。 

Ｌ＝3,000＋(2,000×Ｍ／40) 

Ｌ：一の住戸に係る工事費の限度額（単位：千円） 

Ｍ：対象住戸面積（単位：㎡） 

  二 （略） 

２ （略） 

 

第９ 脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に係る補助金の額 

脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業に要する経費に係る補助金の

額は、次の各号に掲げる費用を合計した額（ただし、併せて実施するスト

ック改善事業に要する経費の額を限度とする。以下「脱炭素社会型公的賃

貸住宅改修モデル事業に要する経費」という。）のうち、次の表の（イ）欄

に掲げる住宅に応じ（ロ）欄に掲げる額とする。 

一 工事費（附帯的工事費、既存部分の除却及び撤去費用を含む。） 団地

別及び構造別に算定するものとし、標準建設費等共同通知別表第１に掲

げる１戸当たりの工事費に改善の対象となる住宅の戸数を乗じて得た額

を限度とする。ただし、第５第１項第五号イからニまでに掲げる施設の

整備に係る工事費については、上記の算定とは別に団地別及び施設別に

算定するものとし、その工事費の合計の限度額を標準建設費等共同通知

別表第２（８）に掲げる１戸当たりの加算額に改善の対象となる公営住

宅等の戸数を乗じて得た額（同号イに定める集会所にあっては標準建設

費等共同通知別表第５（８）に掲げる１件当たりの限度額）とする。た

だし、当該住宅の存する敷地内に係る取組とする。 

二・三 （略） 

２・３ （略） 
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第 10～第 13 （略） 

 

第14 補助対象戸数 

（略） 

２ 前項第一号に掲げる住宅であって、公営住宅等家賃対策補助金交付要領

（平成８年８月30日付け建設省住備発第87号）第５第２項各号のいずれか

に掲げる者（収入が214,000円を超える者を除く。）が入居している公営住

宅の戸数は、前項の補助対象戸数に加えることができる。 

 

第15～第26 （略） 

 

附 則 （略） 

 

附 則 

改正後の要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

第 10～第 13 （略） 

 

第14 補助対象戸数 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

第15～第26 （略） 

 

附 則 （略） 

 

（新設） 
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